
議案第２０号 

 

南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

 南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市職員の給与に関する条例（平成 17 年南あわじ市条例第 38 号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中「初任給調整手当」の次に「（第一種初任給調整手当に限る。以下同

じ。）」を加える。 

別表第４行政職給料表の部５級の項中「⑹ 高度の知識及び経験を必要とす

る主任の職務」を削り、同部７級の項基準となる職務の欄を次のように改める。 

⑴ 監の職務 

⑵ 部長の職務 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



 



   南あわじ市職員の給与に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略  

（給与の種類） （給与の種類）  

第５条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、

初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、

管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

第５条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、

初任給調整手当（第一種初任給調整手当に限る。以下同じ。）、通

勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

 

第６条～第43条 略 第６条～第43条 略  

別表第１～別表第３ 略 別表第１～別表第３ 略  

別表第４（第８条関係） 等級別基準職務表 別表第４（第８条関係） 等級別基準職務表  

給料表 等級 基準となる職務 

行政職給

料表 

１級～４級 略 

５級 ⑴～⑸ 略 

⑹ 高度の知識及び経験を必要とする主任の職

務 

６級 略 

７級 部長の職務 

 

医師職給料表・看護職給料表 略 
 

給料表 等級 基準となる職務 

行政職給

料表 

１級～４級 略 

５級 ⑴～⑸ 略 

 

 

６級 略 

７級 ⑴ 監の職務 

⑵ 部長の職務 

医師職給料表・看護職給料表 略 
 

 

   

 



 


